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告 示

高知県告示第948号

高知県立足摺海洋館の設置及び管理に関する条例（昭和49年高

知県条例第46号）第10条第 2項の規定により高知県立足摺海洋館

の指定管理者から主たる事務所の所在地について変更の届出が

あったので、同条例第14条第 2号の規定により次のとおり告示す

る。

令和 4年12月28日

高知県知事　濵田　省司

1　施設の名称

高知県立足摺海洋館

2　指定管理者として指定した団体の名称

株式会社高知県観光開発公社

3　変更前及び変更後の主たる事務所の所在地

（変更前）　土佐清水市三崎4124番地 1

（変更後）　土佐清水市三崎4032番地

4　変更年月日

令和 2年 7月 1日
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